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１ 利用資格 

 (1) 利用団体の条件 

  次のいずれにも該当する団体であること。 

   □ 構成員の 10 人以上が市民であること。 

   □ 構成員の過半数が市民であること。 

   □ 構成員のうち18歳以上の者を「使用責任者」として置くこと。 

   ※市民：つくば市に在住、在勤又は在学する者 

 

 (2) 注意事項 

◆ １年間の施設利用許可となるため、年間を通して確実に利用でき

る団体のみとなります。 

◆ 団体の構成員は、１人１団体までしか登録できません。 

◆ 許可を受けた団体の構成員のみ、施設を利用することができます。 

◆ 団体に関する情報は、利用する学校に共有されます。 

◆ 施設利用開始後の事務連絡等は、「使用責任者」宛てになります。 

 

２ 利用システム 

 (1) 概要 

   令和８年度の施設利用から、市役所窓口に来庁することなく、オン

ラインシステム（以下「スポコミねっと」という。）を利用して手続

が可能となります。 

   また、これまでの利用形態が変わり、施設出入口の鍵が格納されて

いるキーボックスを開けるための暗証番号が団体毎に発行され、「使

用責任者」宛てにメールで通知されます。 

  

(2) 注意事項 

「スポコミねっと」の利用にあたっては、「スポコミねっと操作マ

ニュアル」をご確認ください。  
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３ 開放施設等 

 (1) 開放施設等 

各学校の開放施設や開放時間、利用可能な種目・設備環境について

は、学校毎に異なるため、市ホームページ（P.7 参照）を確認してく

ださい。 

【開放施設】：開放施設一覧表 

  【開放時間】：開放時間表 

【利用可能な種目・設備環境】：可能競技一覧表 

 

(2) 注意事項 

◆ 開放施設は、児童・生徒が通う学校教育の場であり、学校教育に

支障のない範囲で開放しているほか、学校行事や修繕・改修工事

等が最優先となります。 

◆ １団体の利用できる施設は、１曜日１施設までとなります。 

◆ 令和８年度の利用停止日は、決定次第、市ホームページ又は「ス

ポコミねっと」でお知らせします。 

◆ 年度途中であっても、学校行事や工事等の状況により、突発的に

利用停止日の追加や開放終了となる場合があります。 

◆ 利用停止や開放終了に伴う代替措置等の対応は行いません。 

◆ 留意事項は、開放時間表と可能競技一覧表をご確認ください。 

◆ 学校から使用許可を得られたものを除き、活動に必要な備品等は

各団体で用意してください。 

◆ 学校施設や備品等を損傷させた場合は、市（教育施設課）及び学

校に速やかに報告するとともに、団体の責任でその損害を賠償し

ていただきます。なお、損害をてん補する保険に加入しているこ

とを証する書類の提示を求める場合があります。 

 

４ 利用料金 

  「スポコミねっと」及び施設の利用は、無料となります。 
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５ 申請方法 

 (1) 利用希望調査から許可書受取までの流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 利用希望調査については、締切日１週間前から締切日当日まではシステムが大変

混雑することが予想され、また、年末年始を挟むため、12 月 21 日（日）までの

申請を推奨します。 

※締切日後の申請は一切対応できないためご注意ください。 

◆ 団体登録・利用希望調査や本申請において、申込完了したか不安な方、不明な点

などがある場合は、教育施設課までお問合せください。 

◆ お手元のパソコンやスマートフォン等で手続きが困難な方は、教育施設課の窓口

でサポートを行いますので、事前に連絡の上、窓口までお越しください。 
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(2) 調整会議の日程 

利用希望調査の結果、希望施設・日時が重複した団体は、以下の日

程で調整会議を行います。受付開始は、17 時 30 分からになります。 

日時 場所 学校 

２月２日（月） 

18 時～20 時 

つくば市役所 

本庁舎２階 

203 会議室 

旧田井小学校、旧北条小学校、秀峰筑波義務教

育学校、今鹿島小学校、沼崎小学校、上郷小学

校、豊里中学校、吉沼小学校、前野小学校、大

曽根小学校、要小学校、大穂中学校 

２月３日（火） 

18 時～20 時 

葛城小学校、松代小学校、手代木南小学校、手

代木中学校、小野川小学校、二の宮小学校、東

小学校 

２月４日（水） 

18 時～20 時 

真瀬小学校、島名小学校、香取台小学校、高山

中学校 

２月５日（木） 

18 時～20 時 

谷田部南小学校、みどりの南小学校、茎崎第二

小学校、茎崎第一小学校、みどりの南中学校、

茎崎中学校、高崎中学校 

２月６日（金） 

18 時～20 時 

研究学園小学校、研究学園中学校、春日学園義

務教育学校、学園の森義務教育学校、みどりの

学園義務教育学校 

２月９日（月） 

18 時～20 時 

竹園東小学校、竹園西小学校、竹園東中学校、

吾妻小学校、吾妻中学校 

２月 10 日（火） 

18 時～20 時 
谷田部小学校、柳橋小学校、谷田部中学校 

２月 12 日（木） 

18 時～20 時 

栄小学校、九重小学校、栗原小学校、桜中学校、

桜南小学校、並木小学校、並木中学校 

２月 13 日（金） 

２月 16 日（月） 

２月 17 日（火） 

18 時～20 時 

予備日 



6 

 

(3) 注意事項 

◆ つくば市では、施設利用を希望する団体が多く、利用可能な施設や時間には

限りがありますので、良識のある希望をお願いします。 

◆ 学校開放は、学校との信頼関係のもと成り立っているため、市や学校からの

指示に従い、適切に利用していただくことにご理解とご協力をお願いします。 

◆ 許可を受けた施設・時間において、許可を受けた団体の構成員のみが施設を

利用することができるため、団体登録における構成員は、利用する方全員の

登録をお願いします。 

◆ 利用希望調査においては、開放施設、開放時間、利用可能な種目・設備環境

をご確認の上、申請をお願いします。 

◆ 利用希望調査の申請完了後、申請内容を修正したい場合は、教育施設課まで

ご連絡ください。なお、修正対応は、申込期間内に限ります。 

◆ 利用希望調査や本申請において、申請内容に不備等があった場合は、修正を

依頼する場合があります。 

◆ 調整会議では、調整内容を踏まえて、その場で「スポコミねっと」の登録内

容を変更しますので、「申請者」の出席をお願いします。なお、「申請者」の

出席が難しい場合は、団体の中から「スポコミねっと」を操作できる方の出

席をお願いします。 

◆ 調整会議の当日、自家用車で来庁される場合は、つくば市役所のお客様駐車

場１、又は、お客様駐車場２をご利用ください。また、受付で無料化の処理

をしますので、駐車券を忘れずに会場までお持ちください。 

◆ 調整会議は、学校毎に順番で調整を行う予定ですが、重複した数によっては、

会議の進め方に変更が生じる場合もあります。詳細は、市ホームページを随

時更新しますので、ご確認ください。 

◆ 調整会議を欠席した場合は、該当する施設の利用希望は無効となり、本申請

は行えませんのでご注意ください。なお、調整会議の当日、18 時までに受

付ができなかった場合は、欠席扱いとなります。 

◆ 「スポコミねっと」の操作における通信料など、申請に係る費用は、申請者

ご自身の負担となります。  
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６ 参考情報 

 (1) 市ホームページ掲載場所 

ホーム＞観光・文化・スポーツ＞スポーツ＞「令和８年度学校体育施設の開放」 

または、以下の QR コードからアクセスしてください。 

     

 

 (2) スポコミねっとログインページ 

   以下の QR コード、または、市ホームページに掲載している URL からアクセス

してください。 

     

 

 (3) スポコミねっと操作マニュアル 

   市ホームページに掲載していますので確認してください。 

 

 (4) 根拠条例等 

   学校施設開放事業は、つくば市学校開放条例及びつくば市学校開放条例施行規

則に基づき実施しています。  

 

(5) 問合せ先 

担当：つくば市 教育局 教育施設課 計画係 

電話：029-883-1111（代） 

メール：edc040@city.tsukuba.lg.jp 

対応時間：市役所の開庁時間（平日８時 45 分～16 時 30 分） 

※土日祝日、年末年始（12 月 29 日～１月３日）は対応できません。 


